
給 付 奨 学 金 確 認 書
〔 兼2019年度以前採用給付奨学金の辞退及び第一種奨学金契約変更の承諾書〕

必ず裏面の約款も 両面コ ピーし たも のを 使用し てく ださ い。

（ 新給付　 編入学／認定専攻科進学）

独立行政法人

日本学生支援機構理事長　 殿

おける修学の支援に関する法律第４ 条及び独立行政法人日本学生支援機構法第17条の２ に規定する学資支給金をいう 。 ） の継続を願い出るにあた
り 、 給付奨学金案内に記載の 本確認書兼承諾書を提出し ます。
　 給付奨学生と し て採用さ れた後、 定期的に適格性の審査があり 、 その審査により 、 成績不振や性行不良が認めら れたと き は、 法令等の
定めにより 、 奨学金が一定期間停止さ れる か又は廃止さ れる場合があるこ と 、 成績不振等の状況によっ ては交付さ れた奨学金を返還し なければ
なら ない場合がある こ と を承知し ています。 また、 適格性の審査は経済状況についても行われ、 法令等の定めにより 、 奨学金の支給額が見直さ
れる場合があるこ と 及び一定期間停止さ れる場合があるこ と も 承知し ています。
　 また、 本確認書に記載し た内容及び貴機構に届け出る事項に虚偽があった場合には、 奨学生と し ての採用が取り 消さ れ、 支給さ れた奨学金全
額の100分の140を一括で返金し なければなら ない場合があるこ と も 承知し ています。
　 なお、 給付奨学金を 受給する こ と と なっ た場合において、 私が貴機構の第一種奨学金又は2019年度以前採用の給付奨学金の貸与も し く は支
給を受けていると き は、 当該第一種奨学金の貸与月額については、 法令等の規定に基づき 現在の月額から 増額又は減額された額（ 複数あると き
は機構の定める額） に変更さ れるこ と があるこ と に同意し 、 2019年度以前から 受給し ている給付奨学金については、 省令の規定に基づき 、 辞退
するこ と に同意し ます。 貴機構が行う 適格性の審査等によ り 給付奨学金の支給額が見直さ れた場合においても 、 私が貴機構の第一種奨学生であ
ると き は、 当該第一種奨学金の貸与月額が、 法令等の規定に基づき 現在の月額から 増額又は減額された額（ 複数あると き は機構の定める額） に
変更さ れるこ と があるこ と に同意し ます。
　 私と 私の生計維持者が貴機構にマイ ナンバーを提出し ていると き は、 貴機構が「 行政手続き における特定の個人を識別するための番号 の利用
等に関する法律」 及び関連法令で定めら れた範囲で、 各自のマイ ナンバーを利用するこ と 及び地方税情報等を利用するこ と に同意し ます。

私は、

　 私は、 編入学等（ 又は認定専攻科に進学） し たこ と により 、 独立行政法人日本学生支援機構（ 以下「 機構」 と いう 。 ） の給付奨学金（ 大学等に

内容を 確認し 、 関係法令上、 貴機構の諸規程並びに裏面記載事項について同意の上、

年 月 日

学 校 名

奨学金申込時の申込ID

性別（ 任意）生年月日 男 ・ 女西暦 年 月 日

フリガナ

学部・ 課程・ 分野

〒 電話番号（ 自宅）

　 　 　 　 （ 携帯）
－

学籍（ 学生証） 番号学科・ 専攻

提出年月日（ 西暦）

こ こ から 記入

給付奨学金確認書は、 本人控用にコ ピ ーを 取り

大切に保管し てく ださ い。

学校番号

　 ご記入いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は、 機構の奨学金支給業務、 奨学金貸与業務（ 返還業務を 含む。） 及び在籍する学校での授業料等減免業務のために利用

さ れます。 こ の利用目的の適正な範囲内において、 当該情報が、 学校、 金融機関、 文部科学省及び業務委託先に必要に応じ て提供さ れますが、 その他の目的には利用さ れません。

　 また、 行政機関及び公益法人等から 奨学金の重複支給の防止等のために照会があっ た場合は、 適正な範囲内においてあなたの情報が提供さ れます。

現住所

氏 名

１

２

（ 〒　 　 　 　 － ）

西暦 本人と の

続柄

本人と の
続柄

年 月 日

生年

月日

現住所

氏 名

（ 〒　 　 　 　 － ）

西暦

年 月 日

生年
月日

２ ５ ． ０ ４

※「 申込者本人」 欄は、 申込者本人（ あなた） が記入し てく ださ い。
（ 注） 編入学前（ 進学前） の学校で支給を受けていた給付奨学金の申込時における申込IDを記入し てく ださ い。
　 　 　 申込IDはZD又はYDで始まる10桁の英数字です。 わから ない場合は空欄で構いません。

黒又は青の摩擦等で消えないボールペンを 使っ て記入し てく ださ い。

※「 生計維持者」 欄は、 生計維持者又は申込者本人（ あなた） のいずれかが記入し てく ださ い。
※飛び級等で、 申込者本人（ あなた） が未成年（ 18歳未満） の場合は、 親権者欄のある書式に記入が必要です。 書式については学校へお問い合わ

せく ださ い。
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（ 注）

提出用（ 表面）

給付



１ ． 給付奨学金の支給に係る事項

【 支援の区分】
　 給付奨学生と なっ た人は、 あなたと 生計維持者の所得金額に基づき 、 以下のいずれかに区分さ れ、 当該区分の情報があなたの在籍する学校に必要に

応じ て提供さ れます。

　 【 第Ⅰ区分】 あなたと 生計維持者の市町村民税所得割が非課税であるこ と（ ※１ ）
　 　 　 　 　 　 　 具体的には、 あなたと 生計維持者の支給額算定基準額（ ※２ ） の合計が100円未満であるこ と
　 【 第Ⅱ区分】 あなたと 生計維持者の支給額算定基準額（ ※２ ）の合計が100円以上25,600円未満であるこ と

　 【 第Ⅳ区分】 あなたと 生計維持者の支給額算定基準額（ ※２ ）の合計が51,300円以上154 ,500円未満であるこ と
　 【 第Ⅲ区分】 あなたと 生計維持者の支給額算定基準額（ ※２ ）の合計が25,600円以上51,300円未満であるこ と

　 　 （ ※１ ） ふるさ と 納税、 住宅ローン控除等の税額控除等の適用を 受けている場合、 各区分に該当し ない場合があり ます。

　 　 （ ※２ ） 支給額算定基準額★１ ＝課税標準額×６ ％－（ 市町村民税調整控除額＋市町村民税調整額）★２ （ 100円未満切り 捨て）

　 　 　 ★１  市町村民税所得割が非課税の人は、 （ ※１ ） の場合を除き 、 こ の計算式にかかわら ず、 支給額算定基準額が０ 円と なり ます。

　 　 　 ★２  政令指定都市に対し て市民税を納税し ている場合は、 こ の部分に３ ／４ を乗じ た額と なり ます。

　 　 （ ※３ ） 給付奨学金利用（ 希望）者本人が早生まれの場合に、 同じ 年度で同じ 学年の早生まれでない者と 扶養控除の取扱いが同じ になるよう 家計基準の審査を行います。

【 給付奨学金の支給額】
　 給付奨学生と し て採用さ れてから 原則と し て正規の卒業時期まで、 世帯の所得金額に基づく 支援の区分（ 第Ⅰ～第Ⅳ区分） に応じ て、 学校の設置者

（ 国公立・ 私立） 及び通学形態（ 自宅通学・ 自宅外通学） によ り 定まる 下表の金額（ 月額） が、 原則と し て毎月振り 込まれます。

（ 注１ ） 自宅外通学の区分で月額支給を 受けるためには、 自宅外通学である こ と の証明書類の提出が必要である と と も に、 機構が定める 要件を 満たす

　 　 　 必要があり ます。 また、 当初は自宅通学の月額が振り 込まれ、 自宅外通学である 証明書類の審査完了後、 その振込反映月に、 自宅外通学が認め

　 　 　 ら れた月から の差額がまと めて振り 込まれます。 ただし 、 定めら れた期限までに不備のない書類提出がなく 、 遅れて審査終了と なっ た場合は、

　 　 　 届出月から 自宅外月額に変更し ます。

（ 注２ ） 生活保護（ 扶助の種類を問いません） を受けている生計維持者と 同居し ている人及び社会的養護を必要と する人で児童養護施設等（ ※） から 通

　 　 　 学し 、 「 自宅通学」 扱いの人は、 上表のカ ッ コ 内の金額と なり ます。

※「 児童養護施設等」 と は、 児童養護施設、 児童自立支援施設、 児童心理治療施設（ 情緒障害児短期治療施設から 改称）、 児童自立生活援助事

　 業（ 自立援助ホーム） を 行う 者、 小規模住居型児童養育事業（ フ ァ ミ リ ーホーム） を 行う 者、 里親を指し ます。

（ 注３ ） 通信教育課程の人は、 授業形態、 学校の設置者及び通学形態にかかわら ず、 上表の金額（ 年額） が原則と し て年１ 回振り 込まれます。 　

（ 注４ ） 給付奨学金を受給すると き に第一種奨学金の貸与月額が変更さ れた後、 申出により 貸与月額を 変更でき る 場合があり ます。 また、 第一種奨学

　 　 　 金の貸与月額が変更さ れたと き の貸与予定総額が、 返還誓約書で誓約し た借用金額から 増額と なる場合は、 変更後の貸与予定総額を 確認のう え

　 　 　 返還する こ と に同意するこ と について、 機構が定める手続によ り 書面で届け出る 必要があり ます。 こ の届出を怠る と 奨学金が廃止さ れるこ と が

　 　 　 あり ます。

29,200 33,300第Ⅰ区分

国 公 立

自宅通学 自宅外通学
学校種別・ 世帯の所得金額に基づく 区分

大学・ 短期大学・

専修学校（ 専門課程）

【 支給中の適格認定】

【 適格認定における学業成績の基準】

　 在学する大学等により 、 学業成績などの基準に関する判定（ 適格認定） が行われ、 その判定結果が機構に報告さ れます。

（ １ ） 退学・ 除籍・ 停学（ 無期又は３ か月以上） の処分を受けた場合

（ ２ ） 下表【 適格認定における学業成績の基準】 に基づく 判定を受けた場合

【 第一種奨学金の併給調整】

38,300 42,500

19,500 22,200第Ⅱ区分 25,600 28,400

9,800 11,100第Ⅲ区分 12,800 14,200

51,000円

34,000円

17,000円

17,500 25,800第Ⅰ区分

高等専門学校

（ 第４ 学年以上）

区分

廃止

停止

警告

学業成績の基準

次の各号のいずれかに該当するこ と （ 災害、 傷病その他のやむを得ない事由があると 認めら れる場合を除く ） 。

１ ． 修業年限で卒業又は修了でき ないこ と が確定し たこ と 。

２ ． 修得し た単位数（ 単位制によら ない専門学校にあっ ては、 履修科目の単位時間数。 下記に示す「 警告」 の区分において同じ 。 ） の合計数

　 　 が標準単位数の６ 割以下であるこ と 。

３ ． 履修科目の授業への出席率が６ 割以下であるこ と その他の学修意欲が著し く 低い状況にあると 認めら れるこ と 。

４ ． 下記に示す「 警告」 の区分に該当する学業成績に連続し て該当するこ と （ 下記に示す「 停止」 の区分に該当するも のを除く ） 。

下記に示す「 警告」 の区分に該当する学業成績の基準に連続し て該当するこ と （ 2回目の警告が「 警告」 の区分の2．に掲げる基準のみに該当す

るこ と による場合に限る 。 ただし 、 連続し て3回該当する場合は除く ） 。

次の各号のいずれかに該当するこ と （ 災害、 傷病その他のやむを得ない事由があると 認めら れる場合を除く ） 。

１ ． 修得し た単位数の合計数が標準単位数の７ 割以下であるこ と （ 上記の「 廃止」 の区分の２ ．に掲げる基準に該当するも のを除く ） 。

２ ． G PA 等が学部等における下位４ 分の１ の範囲に属するこ と 。

（ 次のア、 イ に該当する 場合を除く ）

　 　 ア　 確認大学等における学修の成果を評価するにふさ わし く 、 かつ職業に密接に関連する資格等に十分に合格でき る水準にある場合

　 　 イ 　 社会的養護を必要と する者で、 確認大学等における学修に対する意欲や態度が優れていると 認めら れる場合

３ ． 履修科目の授業への出席率が８ 割以下であるこ と その他の学修意欲が低い状況にあると 認めら れるこ と （ 上記の「 廃止」 の区分の３ ．に

　 　 掲げる基準に該当するも のを除く ） 。

26,700 35,000

11,700 17,200第Ⅱ区分 17,800 23,400

5,900 8,600

66,700円

44,500円

22,300円

34,200円

22,800円

11,400円第Ⅲ区分 8,900 11,700

75,800円

50,600円

25,300円

7 ,300 8,400第Ⅳ区分（ 多子世帯に限る） 9,600 10,700 12,800円16,700円 19,000円

43,300円

28,900円

14,500円

4 ,400 6,500 8,600円第Ⅳ区分（ 多子世帯に限る） 6 ,700 8,800 10,900円

私 立

自宅通学 自宅外通学
通信教育課程

　 給付奨学金を受給し 、 あるいは大学等における修学の支援に関する法律に定める授業料等の減免を受けながら 、 第一種奨学金の貸与を受ける場合に

あっ ては、 第一種奨学金の貸与月額については、 その貸与において取り 交わし た返還誓約書の内容にかかわら ず、 政令の規定に基づき 貸与月額が増額

又は減額さ れた額に変更さ れます。 また、 すでに第一種奨学金を 受けている 場合、 給付始期から すでに振り 込まれた金額が調整さ れた金額で精算で

き ない場合は諸規程の定めに基づき 、 第一種学資貸与金と し て取り 扱います。 な お、 定期的に　 機構等が行う 適格性の審査等によ り 給付奨学金の支給

る いは授業料等の減免の額が見直さ れた場合においても 、 第一種奨学金の貸与を 受けている 場合は、 第一種奨学金の貸与月額が、 その貸与にお

取り 交わし た返還誓約書の内容にかかわら ず、 政令の規定に基づき 増額又は減額さ れた額に変更さ れます。

　 また、 奨学金支給期間中、 定期的に、 機構があなたと あなたの生計維持者の所得の情報やあなたが報告し た資産額に基づき 、 家計基準に該当するか確認し ます。 確認の結果、 奨学金の支給が止まっ
たり 、 支給額が見直さ れるこ と があり ます。

２ ． 給付奨学金確認書の取扱いに係る事項
採用さ れなかっ た場合、 こ の給付奨学金確認書は無効と なり ます。 なお、 その場合、 給付奨学金確認書等は返却いたし ません。 学校又は機構が責任をも っ て廃棄いたし ます。

上記以外の取扱いについては、 関係法令、 機構の業務方法書その他の諸規程の定めにより ます。

提出用（ 裏面）
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